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図：新規定に基づく会社の設立から操業までの手続きの流れ 

 

従来 （2017年 12月 31日まで 

 
 
* 事業許可（IU）取得時点で、外国企業が大規模事業者としての要件を満たさない場合、

IU は 1 年間の期限付きで発行される。期限付き IU は有効期限の切れる 30 日より前に申請

することで 1年間延長できるが、その後は再発行されない。大規模事業者の要件とは、土地

建物を除く純資産 100 億ルピア超、または最新の財務諸表に基づく年間の売上高 500 億ル

ピア超であることを指す。 

 

（出所）：インドネシア投資調整庁（BKPM）資料から作成 

 

 

 

対象：建設活動を伴わない企業（コンサルティング・貿易業など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象：建設活動を伴う企業（工場の設立など） 
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